




⑥結婚を望む人が結婚できる地域社会の実現に向け、「みえの出逢いサポートセンター」により、結婚を望

む人への出逢いの場の提供や市町等の結婚支援の取組を支援していく必要があります。 

 ⑦5月 30日・31日に開催された「子育て同盟サミット inながの」において「ながの子育て声明・国への

提言」が採択され、また、7 月 15 日に開催された全国知事会においては、「少子化非常事態宣言」が採

択され、少子化対策を国家的課題として取り組むよう他県と連携して国に対して強く働きかけました。 

⑧子ども、少子化対策等に関する取組を進める中で、「三重県子ども条例」等に基づき、現在の子どもや家

庭等に関する課題について調査・把握し、今後の施策の参考としていく必要があります。 

⑨「こども会議」について、市町等での開催を働きかけています。今後、子どもが豊かに育つことができ

る地域社会づくりをめざすために、子ども自らが子どもの権利について学ぶ機会や、大人が子ども条例

について学ぶ機会を増やし、子どもの育ちや子育て家庭を社会全体で応援する機運を高めていく必要が

あります。 

⑩「キッズ・モニター事業」は５月から６月に募集を行い、これまでに４回のアンケートを実施しました。

モニターとして提供された子どもの意見がどのように施策に活用されたかについて伝えていく必要があ

ります。 

⑪「こどもほっとダイヤル」では、児童相談所や教育委員会等関係機関と連携して子どもからの相談に対

応しました。今後も小学校、中学校、高校、特別支援学校などを通じて子ども専用相談電話の一層の周

知を図る必要があります。 

⑫「家族の絆一行詩コンクール」は、今回からは、「みえの育児男子プロジェクト」の一環として、男性に

よる子育てをテーマとした作品を対象に「育児男子賞」を新設して募集を行い、１万通を超える応募が

ありました。引き続き、教育委員会等と連携して「家族の絆一行詩コンクール」の一層の周知・啓発を

行う必要があります。 

⑬「みえの子育ちサポート講座」を実施しました。今後、養成したサポーター等により、地域における子

どもの育ちや子育てを支える活動が促進されるよう市町等と連携を進める必要があります。 

⑭乳幼児を持つ親などの精神的な不安軽減を図る「子育てはっぴぃパパ・ママワーク」を活用した研修会

を開催しました。今後も、保育所や子育て支援センター、保健センター等において、研修会が積極的に

開催されるよう働きかけていく必要があります。 

⑮子どもの育ちや子育て家庭を地域で支援し、家族の絆を深めるため、「子育て応援！わくわくフェスタ」

を開催しました（10 月４日、５日：伊賀市 三重県立ゆめドームうえの）。今後、みえ次世代育成応援

ネットワークの会員を中心に、市町や地域で活動される方々も含めた各主体同士の情報交換・交流の機

会として地域別懇談会を開催し、各地域で子どもの育ち・子育て家庭への支援活動が展開されるよう取

り組む必要があります。 

⑯三重県青少年健全育成条例に基づく立入調査を、地域別・計画的に実施するとともに、子どもの利用の

多い店舗を重点的な対象として青少年健全育成協力店への登録を積極的に働きかけることにより、子ど

もを有害環境から保護する取組が進みました。引き続き、立入調査や協力店への登録要請など、社会全

体で有害環境をなくすための活動を進めるほか、地域における子ども・若者支援に向けた取組の検討を

市町と連携して進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 







⑦（一部新）子ども・若者対策事業【基本事業名：23103 子どもの保護対策の推進】 

予算額：（26） ３０,０７５千円 → （27） ３３,８６５千円 

事業概要：子どもを有害環境から保護するため、三重県青少年健全育成条例に基づき、青少年指導専

門員による立入調査を行うとともに、青少年健全育成協力店の推進等に取り組みます。 

     また、スマートフォン等へのフィルタリング利用の啓発等を進めるほか、ニート、ひきこ

もり、不登校、発達障がい、精神疾患、非行など社会生活を営む上で困難を有する子ども・

若者などを支援する新たなネットワークづくりについて検討するとともに、意識の醸成を

図るための講演会の開催などに取り組みます。 

 


